
規 則

�愛媛県規則第５４号
愛媛県会計規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成３０年１２月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県会計規則の一部を改正する規則

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

発 行 愛 媛 県
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この県報に掲載される入札告示、落札者等の告示及び入札公告は、ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定の

適用を受けるものである。

改 正 後 改 正 前

（納入の通知）

第１７条 省略

２ 歳入徴収者は、次に掲げる歳入については、前項の規定にかか

わらず、納入義務者に口頭、掲示その他の方法によつて納入の通

知をすることができる。

�～� 省略

� 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律（平

成１４年法律第１５１号）第３条第１項の規定により同項に規定す

（納入の通知）

第１７条 省略

２ 歳入徴収者は、次に掲げる歳入については、前項の規定にかか

わらず、納入義務者に口頭、掲示その他の方法によつて納入の通

知をすることができる。

�～� 省略

毎週（火・金）曜日発行 第３０３９号 平成３０年１２月２５日
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附 則

この規則は、平成３１年１月１日から施行する。

�愛媛県告示第１２２４号
自衛隊法施行令（昭和２９年政令第１７９号）第１１７条第１項及び第１１８条の規定に基づき、陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の自衛官

候補生の採用試験の試験期日、試験場の位置及び名称並びに担当区域を次のとおり定める。

平成３０年１２月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１２２５号
自衛隊法施行令（昭和２９年政令第１７９号）第１１７条第１項及び第１１８条の規定に基づき、陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の自衛官

候補生の採用試験の試験期日、試験場の位置及び名称並びに担当区域を次のとおり定める。

る電子情報処理組織を使用して申請等を行つた者が当該申請等

により得られた納付情報（以下「納付情報」という。）により

納付するもの

（公金の出納）

第１９８条 指定金融機関等は、納入通知書、納税通知書その他次の

各号に掲げる書類（以下「納入に関する書類」という。）のいず

れか又は納入に関する書類に記載すべき事項を記録した電磁的記

録に基づかなければ、公金を収納してはならない。

�～� 省略

２・３ 省略

（収納事務）

第１９９条 指定金融機関等は、公金を収納したときは、即日（納付

情報により納付される公金を収納した場合又は第３０条第３項若し

くは第４項の規定により、歳入徴収者が、納入通知書若しくは納

税通知書の記載事項のデータをデータ伝送の方法により送付した

場合にあつては、知事が定める日までに）これを県の預金口座に

受入れしなければならない。

２ 指定金融機関等は、公金を収納したときは、納入に関する書類

に領収の印を押し、領収書等を納入義務者に交付しなければなら

ない。ただし、納付情報により納付される公金を収納した場合又

は第３０条第３項若しくは第４項の規定により、歳入徴収者が、納

入通知書若しくは納税通知書の記載事項のデータをデータ伝送の

方法により送付した場合にあつては、この限りでない。

３・４ 省略

（データ伝送の方法を用いた収納手続の特例）

第２０２条の２ 第２００条の規定にかかわらず、指定金融機関等は、納

付情報により納付される公金を収納したときは、別に定めるとこ

ろにより、収納に係るデータをデータ伝送の方法により歳入徴収

者に送付するとともに、当該データに係る収納金を総括店の県の

預金口座に振替をしなければならない。

２ 省略

（公金の出納）

第１９８条 指定金融機関等は、納入通知書、納税通知書その他次の

各号に掲げる書類（以下「納入に関する書類」という。）のいず

れか

に基づかなければ、公金を収納してはならない。

�～� 省略

２・３ 省略

（収納事務）

第１９９条 指定金融機関等は、公金を収納したときは、即日（

第３０条第３項又は

第４項の規定により、歳入徴収者が、納入通知書又は 納

税通知書の記載事項のデータをデータ伝送の方法により送付した

場合にあつては、知事が定める日までに）これを県の預金口座に

受入れしなければならない。

２ 指定金融機関等は、公金を収納したときは、納入に関する書類

に領収の印を押し、領収書等を納入義務者に交付しなければなら

ない。ただし、

第３０条第３項又は 第４項の規定により、歳入徴収者が、納

入通知書又は 納税通知書の記載事項のデータをデータ伝送の

方法により送付した場合にあつては、この限りでない。

３・４ 省略

（データ伝送の方法を用いた収納手続の特例）

第２０２条の２ 省略

試 験 期 日 試 験 場 の 位 置 試 験 場 の 名 称 担 当 区 域

（男子）

平成３１年１月１３日（日）
松山市南梅本町乙１１５番地 陸上自衛隊松山駐屯地 県内全域

（女子）

平成３１年１月１３日（日）
松山市南梅本町乙１１５番地 陸上自衛隊松山駐屯地 県内全域

愛 媛 県 報平成３０年１２月２５日 第３０３９号
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�愛媛県告示第１２２７号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により、医療

機関を次のように指定した。

平成３０年１２月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第１２２８号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条第１項の規定により、

施術機関を次のように指定した。

平成３０年１２月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第１２２９号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条第１項の規定により、

施術機関を次のように指定した。

平成３０年１２月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第１２３０号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により指定し

た医療機関を次のように廃止した旨の届出があった。

平成３０年１２月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

平成３０年１２月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１２２６号
自衛隊法施行令（昭和２９年政令第１７９号）第１１７条第１項及び第１１８条の規定に基づき、陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の自衛官

候補生の採用試験の試験期日、試験場の位置及び名称並びに担当区域を次のとおり定める。

平成３０年１２月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

試 験 期 日 試 験 場 の 位 置 試 験 場 の 名 称 担 当 区 域

（男子）

平成３１年２月１７日（日）
松山市南梅本町乙１１５番地 陸上自衛隊松山駐屯地 県内全域

（女子）

平成３１年２月１７日（日）
松山市南梅本町乙１１５番地 陸上自衛隊松山駐屯地 県内全域

試 験 期 日 試 験 場 の 位 置 試 験 場 の 名 称 担 当 区 域

（男子）

平成３１年３月１０日（日）
松山市南梅本町乙１１５番地 陸上自衛隊松山駐屯地 県内全域

（女子）

平成３１年３月１０日（日）
松山市南梅本町乙１１５番地 陸上自衛隊松山駐屯地 県内全域

医療機関の名称 医療機関の所在地 指定年月日

レ デ イ 薬 局 中 萩 店 新居浜市本郷三丁目５番
１５号 平成３０年１１月３日

清 水 医 院 大洲市長浜甲２６８ 平成３０年１２月１日

さ く ら 薬 局 西予市宇和町卯之町一丁
目４４８番１ 平成３０年１２月３日

施術機関の氏名 施術機関の住所 指定年月日

山 口 佳 代 伊予郡松前町西古泉１２２－６ 平成３０年１１月２０日

施 術 機 関 施 術 所 指 定

年 月 日氏 名 名 称 所 在 地

廣 谷 敬 一 ひ ろ 鍼 灸 院 今治市大西町脇甲９２３－
５

平成３０年
１１月２０日

医療機関の名称 医療機関の所在地 廃止年月日

星 島 整 形 外 科 医 院 新居浜市庄内町四丁目１
番５７号 平成３０年９月３０日

ひ め 薬 局 中 曽 根 店 四国中央市中曽根町３６５
番地１ 平成３０年１０月１９日

レデイ薬局新居浜西店 新居浜市中萩町４－４４ 平成３０年１１月２日

清 水 医 院 大洲市長浜甲２６８ 平成３０年１１月３０日

愛 媛 県 報平成３０年１２月２５日 第３０３９号
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�愛媛県告示第１２３１号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により、医療機関（指定訪問看護事業者等）を次のように指定した。

平成３０年１２月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１２３２号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（居宅介護事業者）を次のように指定した。

平成３０年１２月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１２３３号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（介護予防事業者）を次のように指定した。

平成３０年１２月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１２３４号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護事業者）の主たる事務所の所在地及び

居宅介護事業を行う事業所の所在地が次のように変更された。

平成３０年１２月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１２３５号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（介護予防事業者）の主たる事務所の所在地及び

介護予防事業を行う事業所の所在地が次のように変更された。

平成３０年１２月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

医 療 機 関 （ 指 定
訪問看護事業者等）の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

指 定 訪 問 看 護 事 業 等 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

医療法人大志会 八幡浜市古町１丁目６番１２号 よつば訪問看護ステーション 八幡浜市古町１丁目６番１２号 平成３０年１０月１日

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

有限会社宇摩調剤薬局 四国中央市中之庄町１６８４－７ 有限会社宇摩調剤薬局 四国中央市中之庄町１６８４－７ 平成３０年１０月２２日

介 護 機 関 （ 介 護
予 防 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

介 護 予 防 事 業 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

有限会社宇摩調剤薬局 四国中央市中之庄町１６８４－７ 有限会社宇摩調剤薬局 四国中央市中之庄町１６８４－７ 平成３０年１０月２２日

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

医療法人にしむら整形外科

（変更後）
八幡浜市昭和通１５１０番地１３９

にしむら整形外科

（変更後）
八幡浜市昭和通１５１０番地１３９

平成３０年１０月１日
（変更前）
八幡浜市１５１０番地１３９

（変更前）
八幡浜市１５１０番地１３９

合同会社桃花

（変更後）
新居浜市�保田町一丁目３番
５０号

ヘルパーステーション桃花

（変更後）
新居浜市�保田町一丁目３番
５０号

平成３０年４月１日
（変更前）
新居浜市河内町１番７号

（変更前）
新居浜市西の土居町二丁目１１
－１０

愛 媛 県 報平成３０年１２月２５日 第３０３９号

１０４７
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�愛媛県告示第１２３６号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護事業者）から、居宅介護事業を次のよ

うに廃止した旨の届出があった。

平成３０年１２月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１２３７号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（介護予防事業者）から、介護予防事業を次のよ

うに廃止した旨の届出があった。

平成３０年１２月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１２３８号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第５４条第２項の規定により、次のとおり指定自

立支援医療機関を指定した。

平成３０年１２月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１２３９号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第５４条第２項の規定により、次のとおり指定自

立支援医療機関を指定した。

平成３０年１２月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

介 護 機 関 （ 介 護
予 防 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

介 護 予 防 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

医療法人にしむら整形外科

（変更後）
八幡浜市昭和通１５１０番地１３９

にしむら整形外科

（変更後）
八幡浜市昭和通１５１０番地１３９

平成３０年１０月１日
（変更前）
八幡浜市１５１０番地１３９

（変更前）
八幡浜市１５１０番地１３９

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

廃 止 に 係 る 居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
廃 止 年 月 日

名 称 所 在 地

株式会社レデイ薬局 松山市南江戸四丁目３番３７号 レデイ薬局新居浜西店 新居浜市中萩町４－４４ 平成３０年１１月２日

介 護 機 関 （ 介 護
予 防 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

廃 止 に 係 る 介 護 予 防 事 業 を 行 う 事 業 所
廃 止 年 月 日

名 称 所 在 地

株式会社レデイ薬局 松山市南江戸四丁目３番３７号 レデイ薬局新居浜西店 新居浜市中萩町４－４４ 平成３０年１１月２日

名 称 所 在 地 開設者の氏名又は名称 担当しようとする
医療の種類 指定年月日

医療法人青峰会くじらクリニック 八幡浜市五反田１番耕地１０４６番地１ 医療法人青峰会 精神通院医療 平成３０年
１１月１日

Ｄクリニック駅前医院 新居浜市坂井町１丁目７番４号 医療法人Ｄクリニック駅前医院 精神通院医療 平成３０年
１２月１日

ウイング薬局 松山市樽味四丁目３番１４号 株式会社ウイング薬局 精神通院医療（薬
局）

平成３０年
１２月１日

さくら薬局 西予市宇和町卯之町一丁目４４８番１ 愛ファーマシー株式会社 精神通院医療（薬
局）

平成３０年
１２月３日

愛 媛 県 報平成３０年１２月２５日 第３０３９号

１０４８
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�愛媛県告示第１２４０号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

（平成１７年法律第１２３号）第６４条の規定に基づき、指定自立支援医

療機関の所在地を変更した旨の届出があった。

平成３０年１２月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１２４１号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び東予地方局産業経済部産業振興課商工観光室並びに西条市役所において告示の

日から４月間縦覧に供する。

平成３０年１２月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更した事項 変 更 前 変 更 後 変 更 の

年 月 日
届 出
年 月 日

フジ東予Ａ 西条市周布７１５番１
外

大規模小売店舗において小売
業を行う者

株式会社フジ
ほか７者

株式会社フジ
ほか４者

平成３０年
４月１日
ほか

平成３０年
１２月１２日

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び東予地方局産業経済部産業振

興課商工観光室並びに西条市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�愛媛県告示第１２４２号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び東予地方局産業経済部産業振興課商工観光室並びに西条市役所において告示の

日から４月間縦覧に供する。

平成３０年１２月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更した事項 変 更 前 変 更 後 変 更 の

年 月 日
届 出
年 月 日

フジ東予Ｂ 西条市周布７１３番１
外

大規模小売店舗において小売
業を行う者

フジ・ＴＳＵＴＡＹ
Ａ・エンターテイメ
ント株式会社
ほか１者

フジ・ＴＳＵＴＡＹ
Ａ・エンターテイメ
ント株式会社
ほか１者

平成３０年
３月１日
ほか

平成３０年
１２月１２日

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

指定訪問看護事業者等 訪問看護ステーション 担当しようとする
医療の種類 指定年月日

名 称 主たる事務所の所在地 名 称 所 在 地

株式会社ミックス 松山市竹原四丁目１番１１号
サーパス竹原南４０４号 訪問看護ステーションつなぐ

松山市北土居四丁目１９番１７号
タウンコート北土居Ｂ棟１０

２号
精神通院医療 平成３０年

１２月１日

名 称
所 在 地 変 更

年月日変 更 前 変 更 後

訪問看護ステーショ
ンはぴねす

新居浜市喜光地町一
丁目４番１９号

新居浜市若水町二丁
目４番３８号

平成３０年
１１月１日

愛 媛 県 報平成３０年１２月２５日 第３０３９号

１０４９
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示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び東予地方局産業経済部産業振

興課商工観光室並びに西条市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�愛媛県告示第１２４３号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び南予地方局産業経済部産業振興課商工観光室並びに宇和島市役所において告示

の日から４月間縦覧に供する。

平成３０年１２月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更した事項 変 更 前 変 更 後 変 更 の

年 月 日
届 出
年 月 日

フジ宇和島店 宇和島市恵美須町二
丁目３番２８号

大規模小売店舗において小売
業を行う者

株式会社フジ
ほか３者

株式会社フジ
ほか５者

平成３０年
１１月３０日
ほか

平成３０年
１２月１２日

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び南予地方局産業経済部産業振

興課商工観光室並びに宇和島市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�愛媛県告示第１２４４号
愛媛県収入証紙をもつて納付すべき使用料及び手数料の範囲（昭和３９年３月愛媛県告示第２８３号）の一部を次のように改正し、平成３１年１

月１日から施行する。

平成３０年１２月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

次のものを除く使用料及び手数料

１ 省略

２ 手数料（第１７号及び第１８号にあつては、日本マルチペイメント

ネットワーク運営機構が運営するマルチペイメントネットワーク

を利用した方法により納付するものに限る。）

�～� 省略

� 保管場所証明手数料

� 保管場所標章交付手数料

次のものを除く使用料及び手数料

１ 省略

２ 手数料

�～� 省略

愛 媛 県 報平成３０年１２月２５日 第３０３９号

１０５０
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�愛媛県告示第１２４５号
指定金融機関等の名称、位置、取り扱う事務の範囲等（昭和４８年９月愛媛県告示第８２２号）の一部を次のように改正し、平成３１年１月１日

から施行する。

平成３０年１２月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

�愛媛県告示第１２４６号
指定金融機関等の名称、位置、取り扱う事務の範囲等（昭和４８年９月愛媛県告示第８２２号）の一部を次のように改正し、平成３１年１月４日

から施行する。

平成３０年１２月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

一・二 省略

三 収納代理金融機関の名称、位置等

� 省略

� 店舗の名称、位置等

１ 省略

２ 収納代理取扱店

愛媛信用金庫、宇和島信用金庫、東予信用金庫及び川之

江信用金庫の本店及び支店並びに四国労働金庫の県内の

支店

愛媛県信用漁業協同組合連合会の本所及び支所

みずほ銀行及び三井住友銀行の本店、支店及び出張所並

びに中国銀行、広島銀行、山口銀行、阿波銀行、百十四

銀行、四国銀行、徳島銀行、香川銀行、高知銀行、三井

住友信託銀行、観音寺信用金庫及び商工組合中央金庫の

県内の支店

日本マルチペイメントネットワーク運営機構が運営する

マルチペイメントネットワークを利用した方法により公

金を収納する場合にあつては、四国労働金庫、中国銀

行、広島銀行、山口銀行、阿波銀行、百十四銀行、四国

銀行、徳島銀行、香川銀行、高知銀行、三井住友信託銀

行、観音寺信用金庫及び商工組合中央金庫の本店及び県

外の支店

一・二 省略

三 収納代理金融機関の名称、位置等

� 省略

� 店舗の名称、位置等

１ 省略

２ 収納代理取扱店

愛媛信用金庫、宇和島信用金庫、東予信用金庫及び川之

江信用金庫の本店及び支店並びに四国労働金庫の県内の

支店

愛媛県信用漁業協同組合連合会の本所及び支所

みずほ銀行及び三井住友銀行の本店、支店及び出張所並

びに中国銀行、広島銀行、山口銀行、阿波銀行、百十四

銀行、四国銀行、徳島銀行、香川銀行、高知銀行、三井

住友信託銀行、観音寺信用金庫及び商工組合中央金庫の

県内の支店

改 正 後 改 正 前

一・二 省略

三 収納代理金融機関の名称、位置等

� 省略

� 店舗の名称、位置等

１ 収納代理総括店

一・二 省略

三 収納代理金融機関の名称、位置等

� 省略

� 店舗の名称、位置等

１ 収納代理総括店

名 称 位 置 名 称 位 置

省略

川之江信用金庫南支店

省略

四国中央市金生町下分１０８９番地１

省略

川之江信用金庫本店

省略

四国中央市川之江町１７０６番地の１

２ 省略 ２ 省略

愛 媛 県 報平成３０年１２月２５日 第３０３９号

１０５１
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人事委員会規則

�愛媛県告示第１２４７号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号

の規定により、次のとおり指定道路を指定した。

平成３０年１２月２５日

愛媛県東予地方局長 � 橋 正 浩

１ 指定道路の種類

建築基準法第４２条第１項第５号

２ 指定年月日

平成３０年１２月１７日

３ 指定道路の位置

四国中央市具定町字正之森２３２番１の一部

４ 指定道路の延長及び幅員

� 延長 ７１．２９メートル

� 幅員 ５．００メートル、７．００メートル

�愛媛県告示第１２４８号
次のとおり落札者を決定した。

平成３０年１２月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県人事委員会規則６－２０３
公益的法人等への職員の派遣等に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成３０年１２月２５日

愛媛県人事委員会委員長 宇都宮 嘉 忠

公益的法人等への職員の派遣等に関する規則の一部を改正する規則

公益的法人等への職員の派遣等に関する規則（愛媛県人事委員会規則６－１５９）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

改 正 後 改 正 前

別表（第２条関係） 別表（第２条関係）

省略

一般社団法人せとうち観光推進機構（平成２８年３月１０日に一

般社団法人せとうち観光推進機構という名称で設立された法

人をいう。）

一般社団法人四国ツーリズム創造機構（平成３０年１２月２５日に

一般社団法人四国ツーリズム創造機構という名称で設立され

た法人をいう。）

省略

省略

一般社団法人せとうち観光推進機構（平成２８年３月１０日に一

般社団法人せとうち観光推進機構という名称で設立された法

人をいう。）

省略

落札に係る物品等の名称及び数量
契約に関する事務
を担当する機関の
名称及び所在地

落札者を決定した日 落札者の氏名及び住所 落札金額 契約の相手方を
決定した手続 入 札 公 告 日

ＩＰＲ形無線機
３１０式

愛媛県警察本部警
務部会計課
愛媛県松山市南堀
端町２番地２

平成３０年１０月１６日
三菱電機株式会社四国
支社
香川県高松市寿町一丁
目１番８号

２３６，６２３，２４８円 一般競争入札 平成３０年８月３１日

平成３０年１２月２５日 発行

愛 媛 県 報平成３０年１２月２５日 第３０３９号

１０５２


